
板橋区重症心身障がい者通所事業運営要綱 

（平成２３年６月１日区長決定） 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、板橋区重症心身障がい者通所事業（以下「通所事業」という。）

の運営について必要な事項を定めることにより、板橋区内の生活介護施設において、

在宅の重症心身障がい者に対し、地域での生活に必要な支援を実施し、もって重症

心身障がい者の福祉の向上に資することを目的とする。 

 

（実施基準） 

第２条 通所事業は、この要綱のほか、東京都重症心身障害児（者）通所事業実施要

綱（平成２４年３月３０日付２３福保障居第３６１１号。以下「都実施要綱」とい

う。）及び、東京都重症心身障害児（者）通所事業実施要領（令和３年３月２９日付

２福保障施第３９００号。以下「都実施要領」という。）に基づき実施する。 

 

（実施施設） 

第３条 通所事業を実施する施設（以下「実施施設」という。）は、都実施要領第６条

に基づき指定を受けた施設とする。 

 

（対象者） 

第４条 本事業の対象者は、区内に住所を有する在宅の重症心身障がい者で、次に該

当する者とする。 

⑴ 特別支援学校高等部を卒業した者又は１８歳以上の医療的ケアを要する在宅の

重症心身障がい者で、地域の障がい者施設への通所が困難な者 

⑵ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第２９条第 1 項 

に規定する介護給付費の支給に係る者 

 

（支援内容） 

第５条 通所事業は、次に掲げる支援を行う。 

⑴ 食事・排泄等の介護及び日常生活における支援 

⑵ 身体機能・運動能力・言語コミュニケーション能力の維持向上のための指導及

び訓練 

⑶ 集団生活への適応訓練 

⑷ レクリエーション活動及び創作的活動の機会の提供 

⑸ 家族等の相談に応じ必要な助言及び支援 

⑹ バスによる送迎 

⑺ 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める支援 

 

（職員の配置） 

第６条 通所事業に従事する職員数は都実施要領に基づき、直接処遇職員である看護

職員、支援員等、理学療法士等の総数は、おおむね１日当たりの通所予定者２人に

つき１人配置されていること。 

 



（施設支援） 

第７条 実施施設は利用契約書及び重要事項説明書に基づく適切な支援を実施する。 

 

（通所日数） 

第８条 実施施設は、登録された利用者数に応じて調整を行い、各利用者の通所日を

定める。また、年度途中であっても各事業所の個別支援計画を基に利用者の同意を

得て再調整を行うことができる。 

 

（災害予防及び訓練） 

第９条 実施施設は、常に災害の予防に努めるとともに、非常災害その他の緊急の事

態に対する措置についてあらかじめ計画を作成し、利用者の訓練を行うものとする。 

 

（区の役割） 

第１０条 区は、実施施設と緊密な連携を図り、通所事業の円滑な実施に努めるもの

とする。 

２ 区は、都重症心身障害児（者）通所事業所管部署、都心身障害者福祉センター、

病院、学校、福祉施設等関係機関との連携を緊密にし、通所事業の効果的な運営に

努めるものとする。 

 

（実施施設の役割） 

第１１条 実施施設は、区から求めのあるときは、速やかに支援記録をはじめとした

事業内容等を報告し、指示に従うものとする。 

２ 実施施設は、通所事業の目的を達成するため、区及び前条第２項に掲げる機関と

緊密な連携を図り、通所事業の円滑な実施に努めるものとする。 

 

（委任） 

第１２条 この要綱の定めるもののほか、必要な事項は、福祉部長が別に定める。 

    

付 則 

 この要綱は、平成２３年６月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は区長の決定の日から施行し、平成２４年４月１日から適用する。 

   付 則 

 この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

付 則 

 この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

付 則 

 この要綱は、平成３０年４月１７日から施行し、平成３０年４月１日から適用する。 

   付 則 

 この要綱は、令和３年５月 14日から施行し、令和３年４月１日から適用する。 

付 則 

この要綱は、令和６年４月 1日から施行する。 


